
 

平成 31年３月 15日 

 

公益社団法人神奈川県環境保全協議会会長 様 

                       

神奈川県環境農政局環境部大気水質課長 

 

「水質汚濁に係る環境基準の類型指定等（案）」に関する意見募集の周知について（依頼） 

 

本県の環境行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、河川の水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境基準には水域

の状況に応じて類型ごとに基準値が定められており、これらの類型の指定は、国又は都道府

県が水域ごとに行っております。 

このたび、県内の湖沼（芦ノ湖、丹沢湖、宮ケ瀬湖）について水生生物の保全に関する環境

基準等の類型指定を行うため、「水質汚濁に係る環境基準の類型指定等（案）」を作成し、次

のとおり県民意見募集を行うこととしました。 

 つきましては、貴会会員の皆様に対する周知について特段の御配慮をお願いいたします。 

 

１ 意見募集内容  ：水質汚濁に係る環境基準の類型指定等 

２ 意見募集期間  ：平成 31年３月 18日（月）～平成 31年４月 16日（火） 

３ 意見募集の詳細 ：県ホームページ「意見募集（パブコメ）」からご覧ください。 

           URL：http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pf7/pub/c4996945.html 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

水環境グループ 秀平 

電話 (045)210-1111内線 4126 

ﾌｧｸｼﾐﾘ (045)210-8846 

電子ﾒｰﾙ suisitusidou.202@pref.kanagawa.jp 

 

  



第１号様式の１ 

公表事項一覧表（Ⅰ意見募集手続－(a)） 

 

 

■「水質汚濁に係る環境基準の類型指定等（案）」に関する意見の募集について 

 

（案を作成した趣旨、目的及び背景） 

環境基本法第 16条に基づき定められている水質汚濁に係る環境基準は、水域ごとの水質の状況等を考慮

し、国又は都道府県が類型の指定を行うこととなっています。水質汚濁に係る環境基準のひとつに、水生生

物を保全する観点から定められた水生生物の保全に係る環境基準があります。今回、県内の湖沼（芦ノ湖、

丹沢湖、宮ケ瀬湖）の水生生物環境基準の類型指定等の案を作成しましたので、県民の皆様からのご意見を

募集いたします。 

■１ 意見募集期間 

平成 31年 3月 18日（月曜日）～平成 31年 4月 16日（火曜日） 

■２ 意見提出方法 

(1) フォームメール ホームページ 

（https://shinsei.e-kanagawa.lg.jp/kanagawa/uketsuke/dform.do?acs=SF0515） 

※ フォームメールとは、上記ホームページの画面上でご意見を入力していただき、県にお送りいただ

くことができる仕組みです。 

※ 件名に「水質汚濁に係る環境基準の類型指定等（案）」に対する意見である旨を記載してくださ

い。 

(2) 郵送 〒231－8588（住所の記載は不要です。） 

神奈川県環境農政局環境部大気水質課水環境グループ あて 

※ 意見募集期間最終日の消印があるものを有効とします。 

※ 手話を撮影・録画したＤＶＤにより意見を提出される場合は、上記宛先に郵送してください。 

(3) ファクシミリ (045)210-8846 

■３ 案の公表方法 
□ ホームページ（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pf7/pub/c4996945.html） 

□ 県政情報センター、各地域県政情報コーナー及び大気水質課窓口での印刷物による縦覧 

■４ 今後の予定 

□ 意見募集結果の公表時期 平成 31年６月頃（予定） 

□ 成案の公表（告示）時期 平成 31年６月頃（予定） 

■５ 計画等の案、関係資料等 

□ 水質汚濁に係る環境基準の類型指定等（案） 

□ 関係資料：神奈川県内の類型指定状況（河川・湖沼） 

■６ その他 

□ 根拠法令条項：環境基本法（平成５年 11月 19日法律第 91号）第 16条 

□ 電話での意見提出はお受けできません。 

□ いただいたご意見に対する個別の回答はいたしません。 

□ いただいたご意見は、住所、氏名等の個人情報を除き、公開させていただく場合があります。 

■ 問合せ先 

環境農政局環境部大気水質課水環境グループ 

電話 (045)210-4123  ファクシミリ (045)210-8846 

https://shinsei.e-kanagawa.lg.jp/kanagawa/uketsuke/dform.do?acs=SF0515
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水質汚濁に係る環境基準の類型指定等（案） 

 

国は、環境基本法第16条に基づき、水質汚濁に係る環境基準を定めており、国又は都道府県が

水域ごとに環境基準の類型を指定することとされている。水質汚濁に係る環境基準のひとつに、

水生生物を保全する観点から定められた水生生物の保全に係る環境基準（以下「水生生物環境基

準」という。）があり、今回、県内の湖沼（芦ノ湖、丹沢湖、宮ケ瀬湖）の水生生物環境基準の類

型指定等の案を作成した。 

 

１ 湖沼に係る水生生物環境基準の類型指定 

(1) 湖沼に係る水生生物環境基準と類型指定の検討 

水生生物環境基準の項目には全亜鉛、ノニルフェノール並びに直鎖アルキルベンゼンス

ルホン酸及びその塩（以下「ＬＡＳ」という。）が設定されている。その類型指定に当た

っては、水質の状況、水温、魚介類の生息状況等の情報をもとに検討を行うこととされて

いる。 

湖沼に係る水生生物環境基準 

 項目 

類型 
水生生物の生息状況の適応性 

  環境基準値 ※ 

全亜鉛 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ ＬＡＳ 

生物Ａ 

イワナ、サケマス等比較的低温域を好む

水生生物及びこれらの餌生物が生息する

水域 

0.03mg/L 

以下 

0.001mg/L 

以下 

0.03mg/L 

以下 

生物特Ａ 

生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げ

る水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚

仔の生育場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 

以下 

0.0006mg/L 

以下 

0.02mg/L 

以下 

生物Ｂ 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生

物及びこれらの餌生物が生息する水域 

0.03mg/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 

0.05mg/L 

以下 

生物特Ｂ 

生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂ

の欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖

場）又は幼稚仔の生育場として特に保全

が必要な水域 

0.03mg/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 

0.04mg/L 

以下 

※ 全亜鉛は生育不全などの慢性毒性、ノニルフェノール及びＬＡＳは半数致死などの急性

毒性等に基づき基準値が定められている。 

 

(2) 類型の当てはめと類型指定案 

各湖沼の水質については、公共用水域水質測定結果により、魚介類の生息状況については、

文献調査及び現地調査等により確認した。また、生物特Ａ、生物特Ｂの要件に該当する産卵場

（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域は、確認されなかったことから、

次表のとおり３湖沼とも「生物Ａ」とする。 

達成期間については、水質が環境基準値に適合し、将来的にも継続して適合すると見込まれ

ることから、「イ：直ちに達成」とする。また、水域の水質汚濁状況を把握するための環境基

準点を各湖沼に１地点設ける。 
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湖沼の水生生物環境基準に関する類型（案） 

水域 類型（案） 達成期間 環境基準点 

芦ノ湖 生物Ａ イ 湖央部 

丹沢湖(三保ダム上流端から上流の滞水域をいう。) 生物Ａ イ 湖央部 

宮ケ瀬湖(宮ケ瀬ダム上流端から上流の滞水域をいう。) 生物Ａ イ ダムサイト 

 

湖沼における水生生物環境基準の水質測定結果及び生物の生息状況 

水域名 類型（案） 
水質測定結果※１ 生物生息※２ 

全亜鉛 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ ＬＡＳ 温水性 冷水性 

芦ノ湖 生物Ａ ○ ○ ○ ○ ○ 

丹沢湖 生物Ａ ○ ○ ○ ○ ○ 

宮ケ瀬湖 生物Ａ ○ ○ ○ ○ ○ 

※１ 水質測定結果 ○：適合 
※２ 生物生息   ○：生息あり 

 

２ 中津川（宮ケ瀬湖上流部）に係る水生生物環境基準及び生活環境基準の類型指定 

(1) 河川に係る水生生物環境基準等と類型指定の検討 

相模川支川である中津川の宮ケ瀬湖上流部についても水生生物保全の観点から新たに類

型を設定することとし、これに併せ、生活環境の保全に関する環境基準（以下「生活環境

基準」という。）の類型を指定することとした。 

 

河川に係る生活環境基準 

項目 

類型 

利用目的の適応性 

環境基準値 

水素イオン 
濃度(ｐＨ) 

生物化学的酸素
要求量(ＢＯＤ) 

浮遊物質量 
(ＳＳ) 

溶存酸素量 
(ＤＯ) 

大腸菌群数 

河川 

ＡＡ 

水道１級 
自然環境保全及びＡ以
下の欄に掲げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

１mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 
50MPN/ 

100mL以下 

河川 

Ａ 

水道２級 
水産１級 
水浴及びＢ以下の欄に
掲げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

２mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 
1,000MPN/ 
100mL以下 

河川 

Ｂ 

水道３級 
水産２級及びＣ以下の
欄に掲げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

３mg/L以下 25mg/L以下 ５mg/L以上 
5,000MPN/ 
100mL以下 

河川 

Ｃ 

水産３級 
工業用水１級及びＤ以
下の欄に掲げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

５mg/L以下 50mg/L以下 ５mg/L以上 − 

河川 

Ｄ 

工業用水２級 
農業用水及びＥの欄に
掲げるもの 

6.0以上 
8.5以下 

８mg/L以下 100mg/L以下 ２mg/L以上 − 

河川 

Ｅ 
工業用水３級 
環境保全 

6.0以上 
8.5以下 

10mg/L以下 
ごみ等の浮遊が認

められないこと 
２mg/L以上 − 
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(2) 類型の当てはめと類型指定案 

水質の状況、水温及び魚介類の生息状況を確認した結果、河川に係る水生生物環境基準の

「生物Ａ」、生活環境基準の「河川Ａ」に該当したため、宮ケ瀬湖を除く中津川全域の類型

を次表のとおりとする。 

達成期間については、水質が環境基準値に適合し、将来的にも継続して適合すると見込ま

れることから、「イ：直ちに達成」とする。 

また、中津川最下流に設けられた環境基準点（第一鮎津橋）において全体の水質汚濁状況

を評価する。 

 

中津川の水生生物環境基準及び生活環境基準の水域及び類型（案） 

 水域及び類型（案） 水域及び類型（現行） 

水域 
中津川（宮ケ瀬湖（宮ケ瀬ダム上流端か

ら上流の滞水域をいう。）を除く。） 

中津川（宮ケ瀬ダム下流端か

ら下流の区域に限る。) 

類型 

(達成期間) 

水生生物 

環境基準※ 
生物Ａ（達成期間 イ） 生物Ａ（達成期間 イ） 

生活環境基準 河川Ａ（達成期間 イ） 河川Ａ（達成期間 イ） 

環境基準点 第一鮎津橋 第一鮎津橋 

※ 河川に係る水生生物環境基準は、湖沼に係る水生生物環境基準と同じ類型区分、環境基準

値が設定されている。 

 

水質測定結果 

〇中津川におけるＢＯＤ75％値の状況 

測定地点 類型 
ＢＯＤ75％水質値（mg/L） 

H25 H26 H27 H28 H29 

中津川・第一鮎津橋 河川Ａ 1.1(○) 0.8(○) 0.9(○) 0.8(○) 0.8(○) 

中津川上流 なし 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 

（注）○：適合 

〇中津川における水生生物環境基準の水質測定結果及び生物の生息状況 

測定地点 類型 
水質測定結果※１ 生物生息※２ 

全亜鉛 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ ＬＡＳ 温水性 冷水性 

中津川・第一鮎津橋 生物Ａ ○ ○ ○ ○ ○ 

中津川上流 なし ○ － － ○ ○ 

※１ 水質測定結果 ○：適合 －：未測定 

※２ 生物生息   ○：生息あり 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

  平成 31年６月頃   類型指定の告示 
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（凡例） 

湖沼 
：生物Ａ 

河川 
：生物Ａ・河川Ａ 

宮ケ瀬湖 

中津川 
（宮ケ瀬湖上流部） 

丹沢湖 

芦ノ湖 

相模川 

今回類型指定の対象となる湖沼及び河川 

 




